
（５）三重県建築物耐震改修促進計画の
改定について（最終報告）



三重県建築物耐震改修促進計画

令和３年３月

三 重 県

現行計画
R3～R7年度

三重県建築物耐震改修促進計画の概要

・耐震改修促進法に基づき、県内の建築物耐震化の促進を図るための計画を示すもの

・住宅・建築物の「耐震化率」等を目標として設定し、耐震化の促進を図るための施策を定めるもの

・現行計画は令和3年度から令和7年度(5か年)まで、次期計画は令和8年度から令和12年度(5か年)を予定

県

南海トラフ地震
県被害想定
※公表次第掲載

三重県住生活
基本計画
令和4年6月

三重県国土強靱化地域計画
令和7年10月改訂

みえ元気プラン
令和4年度

強じんな美し国
ビジョンみえ
令和4年10月策定

上位計画等の反映

目標、耐震化施策の反映

三重県建築物耐震改修促進計画の改定について（最終報告）

耐震改修促進法
第４条に基づく

「国基本方針」
令和7年7月17日一部改正

・目標設定に関する事項
住宅：概ね解消(R17)

大規模建築物：概ね解消(R12)

・耐震化の促進を図るための事項
・啓発及び普及に関する事項など

南海トラフ地震
防災対策推進基本計画

令和７年７月変更

第１次国土強靱化
実施中期計画

令和7年6月6日閣議決定

国

・大地震発生

の切迫性

・高齢化

・人口減少

・費用負担増

①目標設定の見直し
②耐震化促進施策の拡充

効果的・
効率的な
建築物の
耐震化

三重県建築物耐震改修促進計画

令和８年３月
(予定）

三 重 県

次期計画
R8～R12年度



○住宅に関する取組

○建築物に関する取組

国基本方針の改正概要とその対応

国基本方針の改定を踏まえた三重県建築物耐震改修

促進計画の対応概要

①目標の見直し

○住宅に関する耐震化率の目標

○建築物に関する耐震化率の目標

R7年度までに89% R12年度までに95%

要緊急安全確認大規模建築物
大規模建築物

：R7年度までに98% R12年度までに概ね解消
目標３

②取組内容の充実

目標１

国基本方針改正概要（国ホームページより引用）

○住宅に関する取組

○建築物に関する取組

耐震化状況をマップで示し耐震化状況の見える化

省エネ改修等リフォーム工事と合わせた耐震改修の促進

耐震改修利子補給制度の活用の促進

新耐震基準木造住宅の耐震性確保と維持管理の啓発

耐震診断義務付け建築物に関する
耐震化率の目標設定

防災拠点建築物
：R7年度までに全て解消

避難路沿道建築物

：R7年度までに80%

反

映

三重県建築物耐震改修促進計画

R12年度までに全て解消

R12年度までに80%

目標４

目標５

住宅・建築物の耐震化の現状や近年の情勢等を踏まえ、耐震
改修促進法に基づく基本方針※の見直しを行う。
※建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針（平成18年国土
交通省告示第184号）

○住宅に関する目標

○建築物に関する目標

※不特定多数の者が利用する大規模建築物等（病院、店舗、旅館、学校等）

2030(R12)年までに耐震性が
不十分なものを概ね解消

耐震診断義務付け対象建築物に

ついて、2025(R7)年までに耐震
性が不十分なものを概ね解消

②取組内容の充実

省エネ改修等と合わせた耐震改修の促進

利息の返済を不要とする高齢者向けリバースモーゲージ型住宅ローンの
活用

新耐震基準導入以降の木造住宅の耐震性能検証の普及促進

2035(R17)年までに耐震性が
不十分なものを概ね解消

①目標の見直し

要緊急安全確認大規模建築物※

について、2030(R12)年までに耐
震性が不十分なものを概ね解消

地方公共団体が指定する診断義務付け建築物に関する目標の設定

避難路沿道建築物の耐震化状況の可視化（マップの作成）



①目標設定の見直し

目標２ 民間建築物の耐震化

民間の多数の者が利用する建築物のうち、特に防災

上重要な建築物の耐震化率 (対象棟数923棟)

実績： 96.0%【R6】 → 目標：概ね解消 【R12】

目標１ 住宅の耐震化

居住世帯のある住宅総数のうち、耐震性が確保され

ている住宅の割合（住宅の耐震化率）

実績： 89.1%【R5】 →   目標： 95%【R12】

三重県及び全国の耐震化率等の推移

目標３ 大規模建築物等の耐震化

不特定多数の者が利用する大規模建築物の耐震性不

足解消率 (対象棟数99棟)

実績： 96.0%【R7】 → 目標：概ね解消【R12】  

目標４ 防災拠点となる建築物の耐震化

防災上重要な建築物の耐震性不足解消棟数

 (残り１棟)

実績： 2棟／3棟【R7】 →     目標：全て解消【R12】

目標５ 避難路沿道建築物の耐震化

県が耐震診断義務化路線として指定した第一次緊急

輸送道路の全面を閉塞するおそれのある避難路沿道

建築物の耐震性不足解消率 

実績： 64.3%【R7】 → 目標： 80%【R12】

（現行目標値89%【R7】）

（現行目標値 95%【R7】）

（現行目標値 98%【R7】）

（現行目標値 3棟／3棟【R7】）

（現行目標値 80%【R7】）

※旧指標名：耐震改修等実施率

※旧指標名：耐震改修等実施率

※旧指標名：耐震改修等実施棟数

(対象棟数14棟)



避難路沿道建築物のさらなる耐震化促進に向けた取組

・補助事業の延長 令和8年度末まで →  令和13年度末まで
・工事費にかかる補助割合の見直しを行い、市町補助にあわせ
て耐震化への支援を拡充

・労務費や材料費の高騰をふまえた補助限度額の見直し

２

避難路沿道建築物の耐震化状況の見える化と啓発

・路線毎の耐震化状況をマップで示す
ことにより避難路沿道建築物の耐震
化状況の見える化を図るとともに、
これを活用し、耐震化の啓発を図る

５

②耐震化促進施策の拡充

○課題である耐震改修費用にかかる自己負担額の軽減
○支援制度の拡充と周知、耐震化の必要性の普及啓発

避難路沿道建築物耐震化状況マップ

施策の
ポイント

建築
開発

住宅のさらなる耐震化促進に向けた取組

・耐震改修工事費の補助限度額を引き上げるなど、耐震化
への支援を拡充

１

国
50万円

自己負担

170万円
市町
25万円

県
25万円

最大100万円補助

令和7年度～

自己負担
112.5万円

市町
50万円

県
50万円

最大157万5千円補助

国
57.5万円

木造住宅耐震改修工事費の低減への取組

・県民意識調査で「高額な改修工事費」が課題

・精密診断法による補強設計で工事費を低減

・床や天井等の張替えを最小限にする低コスト工法の普及促進

４

令和６年6月補正～

平成25年度～

住宅
政策

耐震改修工事費 270万円（R6実績中央値）の場合

耐震性のない空き家の除却への補助

・地震による倒壊で救命活動、復旧・復興等を阻害する
空き家(木造住宅)の除却の補助を拡充

３

建築
開発

一般診断法 精密診断法

工事費(R6実績中央値) 270万円 165万円

改修工事費
が高額のため
耐震改修が
行えない。

県民の声

拡 充拡 充

耐震改修工事費

拡 充拡 充

公費負担 44.0％

国
6/25

県
1/10

事業者

14/25
市町
１/10 

地方補助金          
    1/5

国補助
金

6/25

令和7年度～

国補助金2/5 地方補助金1/3

国
2/5

県
1/6

事業者
4/15

市町
1/6

公費負担73.3％

除却工事の補助件数
※R7は12月末時点

住宅
政策

住宅
政策

除却工事費 200万円の場合
現 行

自己負担

179.3万円

市町
5.175
万円

県
5.175
万円

国
10.35
万円

最大 20万7千円

自己負担

160万円

市町
10万円

県
10万円

国
20万円

最大 40万円

拡 充拡 充

建築
開発

R８から増額



2025年(令和7年) 2026年(令和8年)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

県

国

改定スケジュール

計画公表

・
南海トラフ地震

防災対策推進基本計画

・
第一次国土強靭化
実施中期計画

6/6 7/1

新計画

・
基本方針改定基本方針

パブリックコメント

7/174/26～5/26

・
常任委員会
中間報告

・
常任委員会
最終報告

耐震改修促進計画改定業務
・目標設定の見直し
・耐震化促進施策の拡充

・
市町

情報共有

・
市町

意見交換
市町へ

中間案提示
(意見照会)

・
市町へ

最終案提示
中間案に
対する
市町回答

10/15 11/5 12/10

市町へ
修正案
提示

（現在）
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